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貨物集配中車両の駐車規制緩和の影響を分析するにあたり，本研究では，駐車車両衝突事故，駐車違反

取締りと自動車燃料消費量調査のデータを利用して，貨物車の路上駐車の現状を分析した．駐車車両衝突

事故を集計したところ，2006年の駐車対策法制施行後には，2019年の一般道における駐車車両衝突事故は，

2005年と比較して，80％以上も減少していることが示された．駐車車両が貨物車であった駐車車両衝突事

故は，比較的高規格な道路で発生していることが示された．また，全車両に占める貨物車の駐車違反取締

り件数や走行台キロの割合と比較して，路上駐車車両が貨物車であった割合は高くなっており，交通安全

に配慮した貨物車の駐車規制緩和が必要であることが窺えた． 
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1. はじめに 

 

現在の我が国において，物資を輸送するための物流は

トラックによる割合が非常に高くなっている1)．このト

ラック業界においては人手不足となっており，長時間労

働が常態化し，ドライバーの確保が深刻な問題となって

いる． 

このような社会情勢下で，トラック業界から「駐車ス

ペースの少ない都市部における宅配貨物配達時の駐車場

所確保や駐車規制の緩和」の要望がなされ，関係省庁に

よる連絡会議の中で「トラック・バス・タクシーの働き

方改革『直ちに取り組む施策』」のひとつとして「貨物

集配中の車両に係る駐車規制の見直し」が位置づけられ

た2)．このような動きを受けて，警察庁は，貨物集配中

の車両に対する駐車規制の見直しを推進するための通達
3),4)を全都道府県警に対して発出した．この通達を受けて，

各都道府県警では，貨物集配中の貨物車に配意した，よ

りきめ細かな駐車規制の見直し5),6)を実施している． 

ただし，貨物集配中の貨物車の駐車規制を緩和するこ

とにより路上駐車が増加し，走行中の車両が路上駐車車

両に衝突する交通事故が増加することが懸念される．そ

こで，本研究では貨物車の路上駐車の問題点を把握する

ために，路上駐車の取締りや駐車車両衝突事故，貨物車

の走行台キロなどの統計データを活用して，貨物車の路

上駐車の実態を推定することとした． 

 

 

2. 既存研究のレビュー 

 

路上駐車車両の実態や他の車両に対する影響を把握す

るための調査研究は，路上駐車が交通流に与える影響評

価，路上駐車の需要や特性，実態の分析，路上駐車対策

の効果評価などが挙げられる．また，路上駐車に関係し

て，駐車車両衝突事故が発生しており，交通事故防止対

策等を検討しているものもある． 

路上駐車が交通流に及ぼした影響を定量的に評価して
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いる研究としては，霜上ら7)，濱田8),9)が挙げられる．路

上駐車が発生している地点においてビデオによる観測調

査を実施し，路上駐車を回避する時の走行車両の挙動を

分析した．駐車車両によって塞がれている幅員を車道幅

員から減じ，走行車両が利用可能な幅員を駐車時車道有

効幅員と定義し，有効幅員別に交通容量の低下を定量的

に示した．また，駐車車両の脇を走行するときの速度，

走行位置等についても分析を行っている．本間ら10)は，

区間における駐車台数と第一車線の利用率を分析し，

100mの区間にわずか1台の駐車車両が存在するだけで，

利用率が大きく減少することを示した．鹿田ら11)は，信

号交差点上流の路上駐車が飽和交通流率に及ぼす影響を

分析し，田中ら12),13)は，交差点の下流の路上駐車が交通

へ及ぼす影響を分析した．両研究とも路上駐車車両が交

通流へ及ぼす理論式を提案しているが，完全に定量化で

きておらず，今後の課題が残されている． 

路上駐車の需要や特性に関しても，様々な調査研究が

実施されてきている．東京都内では，毎年，瞬間路上駐

車台数の調査14)が実施され，2005年の105,388台から，

2019年の48,948台になり，53.6％減少している．吉田・沼

田15)は，駐車の需要中心から半径200m以内を駐車商圏と

定義し，統計資料やアンケート調査から駐車需要と様々

な要因の相関関係を分析した．しかし，この調査におい

ては，路上駐車車両は調査対象とされていない．後藤16)

は，地区を対象とした駐車需要の実態把握手法について

の提案を行っている．任意の駐車場の利用台数予測をメ

インテーマとして実施された調査研究のため，路上駐車

の需要を弾き出すような提案はなされていない．谷口ら
17)は，札幌の中心部を地区に分割して，駐車需要を算出

する計算式を提案している．この中で，個別駐車場の駐

車需要を算出する計算式も導かれているが，路上駐車の

需要については言及されていない．金ら18)は，東急田園

都市線あざみ野駅西側地区において，商店街の沿道属性

と路上駐車の関連性の調査を行った．堂柿19)は，札幌に

おけるパーキングスペースの需要を推定する計算式の提

案を行った．このような限定された地区の路上駐車車両

の需要を示した調査研究は，調査対象地区においては，

一定の再現性があると想定されるが，他の地区において

は必ずしも適用できるものではない．このように，一般

的で普遍的な路上駐車の需要を算出する手法を提案して

いる調査研究はほとんどない． 

 路上駐車対策の効果評価についての研究は，大都市を

中心に各地で実施されている．小早川・高田20)，山田21)

は，東京で実施された路上駐車対策「スムーズ東京21」

の効果を分析している．椎名ら22)は，吉祥寺駅北口で実

施された駐車マネジメントのモデル実験の効果を分析し

ている．東京以外においても，静岡市23)，名古屋市24)，

大阪市25)等でも様々な路上駐車対策が実施されている．

正木ら26)，小倉27)，国家公安委員会・警察庁28)は2006年の

駐車対策法制の施行前後の路上駐車実態を調査し，施行

後に路上駐車車両が減少していることを示し，駐車対策

法制が路上駐車車両の減少に寄与していることを示して

いる． 

このように，路上駐車に関する調査研究は路上駐車が

交通流に及ぼす影響については，ある程度定量化がなさ

れている．しかし，路上駐車の需要については，ほとん

ど定量化されておらず，路上駐車需要が掴めていないの

が現状である．  

一方で，路上駐車が原因となって発生する交通事故も

少なからず存在し，路上駐車が減少することによる交通

安全上の効果もある．一方で，路上駐車が交通の安全性

に及ぼす影響について調査したものは，藤田ら29)～32)は夜

間の路上駐車車両の視認性に関して，前照灯や道路交通

環境の評価を実施している．2006年の駐車対策法制の施

行後の交通安全上の効果は，萩田ら33）が分析している． 

貨物車の駐車規制を緩和するためには，貨物車の路上

駐車の実態を把握しておく必要があるが，貨物車の路上

駐車をマクロ的に実態が評価できるような統計や調査は

存在しない．また，交通事故統計における駐車車両衝突

事故は，駐車車両の車種等のデータが記録されておらず，

貨物車の路上駐車が交通事故に与えた影響については，

ほとんど調査されていない．そのため，本研究では，現

在調査されている各種統計等を活用して，貨物車の路上

駐車の実態を推定して，可能な範囲内で明確化すること

を目的とした． 

 

 

3. 方法 

 

(1) 利用データ 

交通事故データとして，2005～2019年の警察庁の交通

事故統計から抽出した駐車車両衝突事故を用いた．これ

に，2017～2019年度の自動車燃料消費量調査34)，2017～

2019年の駐車違反取締りデータを加え，分析に用いた．

これらのデータの概要は，表-1に示すとおりである．分

析対象とした車種は，二輪車は除いたうえで，各統計の

特性を鑑みて，事業用貨物車，自家用貨物車，乗用車，

バス・タクシーとした． 

駐車車両衝突事故は，交通事故統計では車両単独事故

という扱いになっており，路上駐車車両に衝突した第一

当事者の情報は残されているが，路上駐車車両の情報は

記録されていない．駐車車両衝突事故に関与した路上駐

車車両の実態を把握するために， 2017～2019年の交通事

故統計に記録されている駐車車両衝突事故を対象として，

別途調査を実施した．交通事故統計に存在する用途別と

いう項目を参考にして，表-2に示すような用途別の調査
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票を作成した．駐車車両衝突事故は，第一当事者である

衝突した車両のみ用途別が記録されているので，表-2の

用途別の項目を確認するよう，警察庁を通じて各都道府

県警の担当者に依頼した．  

自動車の走行台キロデータは，自動車燃料消費量調査

によって収集されたデータを活用して，年間の車種別の

走行台キロの推定値が国土交通省から公表されており34)，

2017～2019年度の車種別の走行台キロを推定した数値を

利用した． 

駐車違反取締りデータは，各都道府県警から警察庁に

報告されているもので，2017～2019年の警察官と交通巡

視員によると駐車違反取締り件数と駐車監視員により駐

車違反の現認件数を合計した値を利用した． 

  

 (2) 駐車車両衝突事故の定義 

交通事故統計では，交通事故のタイプ別に事故類型が

記録されており，大きく分類すると，人対車両，車両相

互，車両単独，踏切の4種類になる．更に細分化すると，

下記のようになる． 

・人対車両(横断中，対面通行中等) 

・車両相互(追突，出会い頭，右折直進等) 

・車両単独(工作物衝突，路外逸脱，駐車車両衝突等) 

・踏切 

これらの事故類型のうち，駐車車両衝突とは，ある車

両が，運転者が不在である路上駐車車両に衝突したため

に発生した事故である．駐車車両衝突は衝突形態として

は追突事故に類似のものが多いと想定されるが，追突事

故とは明確に区別した上で，交通事故統計に記録されて

いる．ただし，この路上駐車車両には，違法なものだけ

ではなく，合法的な路上駐車車両も含まれている． 

 

(3) 分析方法 

駐車監視員の導入を柱とした新たな駐車対策法制が施

行されたのは，2006年の6月1日である．そのため，施行

前の2005年から施行後の2019年までの駐車車両衝突事故

を経年比較することにより，2006年に施行された駐車対

策法制が与えた影響を考慮しながら，近年の駐車車両衝

突事故の傾向を分析した．具体的には，全国の交通事故

データから駐車車両衝突事故を抽出し，発生地点の道路

種別に，駐車車両衝突事故件数の経年変化を集計し，全

国的な傾向を把握した．その集計結果から，近年の路上

駐車の傾向を推定した． 

交通事故統計には駐車車両衝突事故の当事者のうち、

路上駐車車両の車種が記録されていないため， 2017～

2019年の駐車車両衝突事故について，可能な範囲内で別

途調査を実施し，路上駐車車両が貨物車であった駐車車

両衝突事故を分析した． 

交通事故統計においては，不特定多数が利用可能な駐

車場，通路，広場等を『一般交通の用に供するその他の

場所』(以下，一般交通の場所)として定義している．一

般交通の場所の要件としては，現に不特定多数の 人な

いし車両等の交通の用に供されている場所をいい，道路

としての形態を備えているこ と（形態性），一般交通

に利用されている状態が客観的に認められること（客観

性）， 不特定多数の者の通行が許されている場所であ

ること（公開性）の3つの要件が 必要である．交通事故

が発生している場所としては，上記のような条件を満た

している路外駐車場が多いと思われる． 

一般道における路上駐車が減少により，路外駐車場の

利用が増加し，路外駐車場において駐車車両衝突事故が

表-1 本研究で利用したデータ 

 

表-2 交通事故統計を参考にした車両の用途別と本研究で

の車種 

 

本
研
究
で
の
車
種

バ
ス

バ
ス

タ
ク
シ
ー

タ
ク
シ
ー

乗
用
車

事
業
用
貨
物
車

乗
用
車

バ
ス

乗
用
車

乗
用
車

乗
用
車

自
家
用
貨
物
車

二
輪
車

分
析
対
象
外

用
途
別

貨

物

レ

ン

タ

カ
ー

ス

ク

ー

ル

バ

ス

代行運転 その他

乗用車・貨物車

二
輪
車

対
象
外
当
事
者

事業用 自家用

路
線
バ
ス

貸
切
バ
ス

ﾀｸｼｰ・ﾊｲﾔｰ 特

定

法

人

個

人

自

動

車

代

行

運

転

自

動

車

随

伴

用

乗

用

貨

物

走行台キ

ロ

駐車違反

取締り

抽出元
交通事故

統計

交通事故統計

(路上駐車車両

の特別調査)

自動車燃

料消費量

調査

警察庁で

集計

期間
2005～

2019
2017～2019

2017～

2019

2017～

2019

道路種別

車種分類

タクシー

は乗用車

に含まれ

る

二輪車
調査対象

外

分析対象

外

事業用貨物車/自家用貨物車等/乗

用車/バス・タクシー

駐車車両衝突事故

分析対象外

高速道路･自動車専用道

路/一般道(国道/主要地

方道･都道府県道/市区町

村道等)/一般交通の用に

供するその他の場所

分類不可
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増加することも考えられるため，一般交通の場所を除外

した分析も実施することとした． 

また，自動車燃料消費量調査と駐車違反取締りデータ

を活用して，車種別の走行暴露量，駐車車両衝突事故と

駐車違反取締り件数を比較しながら，路上駐車車両が関

与した交通事故の特徴を検討した． 

 

 

4. 最近の一般道における路上駐車の状況の推定 

 

最近の路上駐車台数に関しては，全国的な調査は実施

されていない．ただし，限定的な調査ではあるが， 2006

年に駐車対策法制が施行された以降は，路上駐車台数が

大きく減少したという調査結果がいくつか見られた26)～28)．

また，路上駐車車両に起因した交通事故が減少したとの

調査結果33)もみられる． 

そのため，2005年以降の駐車車両衝突事故に関して，

路線コード別に集計を行ったものが図-1である． 駐車監

視員制度の導入を中心とした駐車対策法制の施行前の

2005年から2019年にかけて，駐車車両衝突事故件数を比

較すると，全交通事故，駐車車両衝突事故とも年々減少

傾向にあり，全交通事故は59.2％減少しているのに対し，

2005年の2,449件に対して2019年は731件と70.2％も減少し

ている．一方で，道路種別に比較すると，一般道におい

ては，84.8％減少しているが，駐車対策法制の影響がほ

ぼないと思われる高速道路・自動車専用道路に関しては，

やや減少傾向であることが示された．また，一般交通の

用に供するその他の場所は，276件から360件にやや増加

していた．駐車対策法制の影響で車両を駐車させる際に

路外駐車場を利用している傾向が高くなり，このような

結果になっているのではないかと思われる．これには，

駐車対策法制の施行の影響で路外駐車場を利用する傾向

が強くなったことも要因となっていると思われる． 

このような調査結果から，2006年以降には，一般道に

おいては路上駐車は大きく減少しているのではないかと

思われる．東京都における瞬間路上駐車台数調査結果14)

も，これを裏付けている． 

 

5. 駐車車両の車種を活用した分析結果 

 

(1) データ収集 

表-3は，2017～2019年の交通事故統計に記録されてい

る駐車車両衝突2,434件を対象として，用途別の回答数

を都道府県警別に集計したものである．10都県警は回答

がなかったため空欄であり，それ以外の37道府県から調

査可能であった1,534件における路上駐車車両の車種に

ついて回答があった．これは，全ての駐車車両衝突事故

のうち，63.0％から回答が得られたことになる． 

表-4は，回答のあった1,534件の駐車車両事故について，

路上駐車車両の車種別に集計したものである．その結果，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 全交通事故と路線種別の駐車車両衝突事故の推移 

(2005～2019) 

表-3 駐車車両衝突事故の用途別の回答数 

 都道府

県

入力

あり

不明

等
合計

都道府

県

入力

あり

不明

等
合計

北海道 105 3 108 滋賀 16 0 16

青森 11 12 23 京都 24 30 54

岩手 10 3 13 大阪 109 8 117

宮城 48 0 48 兵庫 102 14 116

秋田 14 0 14 奈良 27

山形 44 2 46 和歌山 14 0 14

福島 39 1 40 鳥取 11 3 14

東京 106 島根 4

茨城 69 2 71 岡山 26 0 26

栃木 52 1 53 広島 58 2 60

群馬 19 64 83 山口 19 3 22

埼玉 18 48 66 徳島 23 0 23

千葉 105 1 106 香川 27 9 36

神奈川 120 12 132 愛媛 16 5 21

新潟 37 0 37 高知 8

山梨 17 0 17 福岡 98

長野 2 69 71 佐賀 59 5 64

静岡 96 117 213 長崎 51

富山 20 0 20 熊本 25

石川 14 大分 16 0 16

福井 15 1 16 宮崎 93

岐阜 23 1 24 鹿児島 52

愛知 80 3 83 沖縄 35 1 36

三重 35 2 37 合計 1534 422 2434
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事業用貨物車が123件(8.0％)，自家用貨物車が285件

(18.6％)，乗用車が1,088件(70.9％)であった．バスやタク

シーが路上駐車車両であった駐車車両衝突事故はほとん

ど発生しておらず，バスやタクシーは運転者が不在とな

る路上駐車行為をほとんど行わないためであると考えら

れる．以後は二輪車を除外した1,500件のデータを活用

して，分析した． 

 

(2) 駐車車両衝突事故の車種別・道路種別割合 

図-2は，路上駐車車両の車種別に駐車車両衝突事故発

生場所の道路種別割合を集計したものである．サンプル

の少なかったバス・タクシーを除き，事業用貨物車，自

家用貨物車，乗用車の順に，比較的高規格な道路で発生

していることが示された．また，乗用車では，一般交通

のの場所が半数以上を占めており，不特定多数の者が利

用可能な路外駐車場等で，駐車車両衝突事故が多く発生

していることが推測された． 

図-3と図-4は，一般道で発生した駐車車両衝突事故を

抽出して，路上駐車車両の車種別に道路種別と車道幅員

別の発生割合を集計したものである．一般交通の用に供

するその他の道路というのは，道路法で定義されている

道路の中で，道路幅員を容易に計測できない広場等であ

る．図-3では，路上駐車車両が事業用貨物車，自家用貨

物車であった場合には，国道，主要地方道・一般都道府

県道で発生している割合が，乗用車と比較して高くなっ

ていた．図-4では，路上駐車車両が事業用貨物車，自家

用貨物車であった場合には，車道幅員が9.0ｍ以上の割

合が，乗用車と比較して高くなっていた．これらの結果

は，各車種が路上駐車をする場所を反映しているのでは

ないかと思われる． 

3) 路上駐車車両の車種別のリスク 

国内において，瞬間路上駐車台数調査などの路上駐車

車両の暴露量を，車種別に全国的に調査した例はない．

そのため，路上駐車車両の暴露度指標を必ずしも正確に

示したものではないが，車種別の走行台キロが調査され

ている自動車燃料消費量調査と駐車違反取締りデータを，

駐車車両衝突事故データと比較することにより，路上駐

車車両別の交通事故リスクを検討することにした． 

図-5は二輪車を除いて， 2017～2019年の駐車違反取締

表-4 駐車車両衝突事故の路上駐車車両の車種別割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 路上駐車車両の車種別に集計した駐車車両衝突事故

の道路種別割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 路上駐車車両の車種別に集計した駐車車両衝突事故

の道路種別割合(一般道のみ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 路上駐車車両の車種別に集計した駐車車両衝突事故

の車道幅員割合(一般道のみ) 

 

 

路上駐車車両 件数 構成率(％)
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二輪車 34 2.2

合計 1,534 100.0
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り件数，2017～2019年度の自動車燃料消費量調査によっ

て算出された走行台キロの車種別割合と駐車車両衝突事

故の路上駐車車両の車種別割合を比較したものである．

このような複数の統計を比較する場合には，互いに同一

対象に絞り込む必要がある．駐車違反取締りは，一般交

通の場所では実施されておらず，運用実態から鑑みると

高速道路・自動車専用道路でも極めてわずかしか実施さ

れていないと考えらえる．そのため，比較対象とした駐

車車両衝突事故は，一般道のみに限定した車種別割合と

一般交通の場所を除外した高速道路・自動車専用道路・

一般道とした．走行台キロデータは，道路種別に分離す

ることは不可能であり，高速道路も多く含まれるので，

比較対象とした駐車車両衝突事故は，一般交通の場所を

除外した高速道路・自動車専用道路・一般道で発生した

ものとした． 

二輪車を除いた全駐車違反取締りに占める事業用貨物

車の駐車違反取締りの割合は，3.9％を占めているに過

ぎない．全走行台キロに占める事業用貨物車の走行台キ

ロの割合は8.9％であり，高速道路・自動車専用道路の

走行台キロも含まれている集計結果となっている．一方

で，高速道路・自動車専用道路・一般道での駐車車両衝

突事故に占める事業用貨物車が駐車車両であった割合は

12.2％，一般道に限定しても10.5％であり，駐車違反取

締り件数や走行台キロと比較して高い割合となっている．

自家用貨物車も，駐車違反取締りの割合は17.6％を，走

行台キロは17.3％を占めているに過ぎないが，高速道

路・自動車専用道路・一般道での駐車車両衝突事故に占

める自家用貨物車が駐車車両であった割合は25.8％，一

般道に限定しても26.1％であり，駐車違反取締り件数や

走行台キロと比較して高い割合となっている． 

図-6は，2017～2019年の交通事故統計に記録されてい

る駐車車両衝突2,434件のうち，第一当事者が二輪車又

は不明であるものと一般交通の場所で発生しているもの

を除外して，第一当事者である衝突した車両の車種別の

発生割合と走行台キロの車種別割合を比較したものであ

る．第一当事者が不明であるものは，この事故類型の場

合には，当て逃げがほとんどであると考えられる．この

比較では，事業用貨物車は駐車車両衝突事故の第一当事

者となる割合が走行台キロと比較してやや高く，自家用

貨物車は駐車車両衝突事故の第一当事者となる割合が走

行台キロと比較してやや低い．貨物車全体と乗用車が同

じ程度の割合になっており，駐車車両衝突事故の第一当

事者となるリスクは，貨物車と乗用車による差はないこ

とが窺える． 

表-5は，一般道で発生し，路上駐車車両と衝突車両の

両者とも貨物車，乗用車であった駐車車両衝突事故に限

定したうえで，車種を集計したものである．路上駐車車

両が事業用貨物車であった事故は49件，自家用貨物車で

あった事故は145件であるのに対し，衝突車両が事業用

貨物車であった事故は40件，自家用貨物車であった事故

は96件である．この関係からみても，事業用貨物車，自

家用貨物車は，衝突車両ではなく，路上駐車車両になる

件数が多いことが示されている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 走行台キロ、駐車違反取締り件数と駐車車両衝突事

故(路上駐車車両)の車種別割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 走行台キロと駐車車両衝突事故(衝突した車両)の車

種別割合 

 

表-5 路上駐車車両・衝突車両別の駐車車両衝突事故件数

(一般道のみ) 
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駐車車両衝突事故において路上駐車車両が事業用貨物

車又は自家用貨物車である割合が高くなっている明確な

要因を，現在の統計で客観的に示すことは難しい．ただ

し，この分析結果としては，貨物車の駐車回数は相対的

に多くなっているが，合法的に駐車していること，駐車

時間が短いために駐車違反取締りに遭遇しづらいこと，

交通事故リスクが高い位置に駐車していること等が想定

される． 

また，貨物車の駐車違反取締り件数や走行台キロと比

較して，駐車車両衝突事故において路上駐車車両が貨物

車となる割合が相対的に高い状況は望ましい傾向である

とはいえない．このような状況を改善するためには，駐

車車両衝突事故のリスクが低くなるような地点や時間帯

等に貨物車の路上駐車を誘導する必要があるのではない

かと思われる． 

 

 

6. 考察とまとめ 

 

分析の結果，一般道における駐車車両衝突事故は，駐

車対策法制の施行前年の2005年から2019年にかけて

84.8％も減少している．一方で，路外駐車場が多く含ま

れる一般交通の場所では，やや増加している．瞬間路上

駐車台数や総路上駐車時間等の路上駐車車両の暴露量を

示した全国的な調査は存在しないため断定できないが，

一般道において路上駐車が減少し，路外駐車場等が活用

されるという駐車行動の改善傾向がみられると考えられ

る． 

駐車車両衝突事故において，路上駐車車両が貨物車で

ある事故は，比較的高規格な道路で発生しており，貨物

車が駐車している場所の傾向を示していると考えられる． 

走行台キロや駐車違反取締り件数の車種比率と駐車車

両衝突事故における路上駐車車両の車種比率の比較から

は，路上駐車車両が貨物車であったほうが乗用車よりも

事故となるリスクが高いことが示された．本研究で用い

た走行台キロや駐車違反取締り件数は，必ずしも路上駐

車の暴露量を示すものではない．路上駐車車両が貨物車

であった割合の事故リスクが高いことは，貨物車の駐車

方法に交通安全上の何らかの問題があることが推察され

る．その要因としては，路上駐車自体が違法，合法に関

わらず，駐車回数や駐車時間，駐車位置の影響によるこ

とが想定される．一例として，事業に支障をきたさない

ために，路上駐車取締りがなされていない地点や合法的

な地点を選定して路上駐車していることも考えられる．

また，乗用車と比較して駐車時間は短いが，駐車回数が

比較的多く，比較的高規格な道路で，交通安全上の問題

が大きいところに路上駐車していることも考えられる． 

このような状況における貨物集配中の貨物車に対する

路上駐車規制の緩和策は，交通の安全と円滑に影響を及

ぼすような場所を避けたうえで，できる限り駐車時間が

短く済むような場所を選定すべきではないかと思われる．

一般道における駐車車両衝突事故は，2006年の駐車対策

法制施行後に大きく減少しており，路上駐車そのものの

問題は小さくなっていることは明らかである．ただし，

2017～2019年における調査では，貨物車が路上駐車車両

であった事故の割合が相対的に高く，貨物車の路上駐車

規制を緩和する際には，より安全な駐車場所に路上駐車

を誘導していくことが非常に重要ではないかと考えられ

る． 

 

 

7. 今後の課題 

 

日本国内において，車種別の路上駐車車両の暴露量の

全国的な調査データは存在しない．また，駐車違反取締

りの位置や路上駐車時間を示したデータ等も存在しない．

車種別に路上駐車の暴露量が明らかになり，また，交通

事故リスクが高い場所に路上駐車されている車種等が明

らかになれば，駐車規制を緩和する対策を検討するため

の有効な資料とすることができるのではないかと思われ

る． 

今回の分析結果からは，貨物車の駐車状況についての

実態の運用状況から考えると，乗用車と比較して，貨物

車は交通安全上問題となる位置に短時間の路上駐車をし

ていることも推定される．各種の路上駐車関係の調査が

より充実することにより，車種別の路上駐車状況が明ら

かにすることが望まれる． 
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